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はじめに 

 

自治会役員及び会員の皆さまには日ごろから、自治会活動への

ご参加・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

自治会長の皆さま方には会員に自治会活動への積極的な参加を

促すなど、地域のまとめ役としてご尽力を頂いており、改めて敬

意を表するとともに心より感謝申し上げます。 

さて、全国的な課題となっている自治会加入率の低下につきま

しては、本市においても例外ではなく、年々減少傾向にあり、若い

世代の自治会離れや高齢者の退会者増加、役員の担い手不足等自

治会の事業を進めていくこと自体が難しくなってきているという

課題を抱えております。 

自治会の活性化と加入促進に向けた取り組みとして、平成２５

年度に市自治会連合会と相模原市との「連携基本協定」や、相模原

市・不動産関係団体との「相模原市における自治会への加入促進

に関する協定」を締結するとともに、様々なイベントや各地区の

日々の活動において加入促進を行っております。 

また、スマートフォンに対応した市自治会連合会のホームペー

ジや、自治会員専用割引（Ｊｉｃｈｉ Ｐａｓｓ）の施設利用等の

充実にも取り組んでおります。 

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により本来の

自治会活動が思うようにできない一方、「新しい生活様式」に対応

した取り組みを各自治会で実践していただきました。今後も引き

続き自治会として「新しい生活様式」に対応した取り組みが必要

になると感じております。 

自治会長をはじめとした自治会役員及び会員の皆さまにおかれ

ましても、今後とも自治会活動、地域活動にご尽力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

相模原市自治会連合会  

    会 長  竹 田  幹 夫  
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１ 自治会の主な活動 

（１）防災活動 

地区防災計画等に基づき、大地震や風水害など様々な災害の危険性を考慮しながら、

地区における防災力を高める活動を行っています。 

 

 

 

 

  

  ○自主防災組織の設置 

 災害時に活動する自主防災組織を地区自治会連合会や多くの単位自治会で組織し

ています。 

  この自主防災組織は、初期消火や避難誘導、炊き出しなどの防災訓練や防災物資

の備蓄を行うなど、地震や風水害などの災害に備えています。 

○避難所運営協議会の設置 

大規模な災害が発生したときは、自宅での生活が困難となる被災者の地域の拠点

として、小中学校等が避難所として開設されます。 

この避難所を少しでも円滑に運営できるように、自治会や学校長、避難所担当市

職員などによる避難所運営協議会を設置し、平常時から避難所運営に関する協議や

必要な訓練を行っています。 

  ○災害時要援護者避難支援 

    平常時から要介護者や障害のある方などの災害時要援護者の所在情報の把握を行

い、災害発生時の安否確認などの避難支援活動のための体制づくりを進めています。

また、「災害時要援護者避難支援事業」により、市と協定を締結して、市が保有して

いる災害時要援護者情報で所在把握などの取り組みを進めている自治会もあります。 

    災害時要援護者の避難支援活動に取り組む際の参考として、「相模原市災害時要援

護者避難支援ガイドライン」や「災害時要援護者避難支援取組の手引き・事例集～

地域で取組を進めましょう～」があります。 

（市のホームページにも掲載されています。） 

※防災マイスター制度について 

自治会における防災活動の場に、防災講座等の講師として防災マイスターを派 

遣します。 

原則１０名以上の団体であればどなたでも受講できますので、是非ご活用くださ

い。 
●お問い合わせ担当課（防災マイスター制度） 

危機管理課 ℡ ０４２－７６９－８２０８ 
 

※「地区防災計画」 

 まちづくり区域を１単位とした市内２２地区において、自治会等を中心に構成された

検討組織により策定された防災計画のことです。 

Ⅰ 運営編 
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（２）防犯・交通安全活動 

空き巣やひったくり、つきまといなどの犯罪防止や子どもたちの交通安全などの地

域の安全・安心を確保するための活動を行っています。 

○防犯灯の設置場所の選定など 

  市内に設置されている防犯灯は、一部（自治会が管理するもの等）を除き、平成

２８年度から、市が電気料金の支払いや維持管理、新たな防犯灯の設置などを行っ

ています。自治会は新たな防犯灯の設置場所の選定、不点灯や故障などの見回りや

発見した場合の連絡などを行っています。 

  なお、引き続き自治会等が維持管理を行う防犯灯については、自治会等が電気料

金の支払いや電球が切れた場合の交換を行っています。 

○防犯カメラの設置、維持管理 

  防犯カメラの設置や設置後の維持管理を行っています。 

○防犯パトロール 

  夜間パトロールやワンワンパトロール、青色回転灯を装備した車両（青パト）を

利用したパトロールなど、自治会、地域ごとに特色のある防犯パトロールを行って

います。 

○防犯・交通安全キャンペーンの協力 

警察署や市、防犯協会、交通安全協会などが行うパトロールや啓発活動に協力し

ています。 

○児童登下校時の見守り 

登下校時間に合わせ、通学路に立って児童の見守り活動をしています。 

  ○高齢者の見守り 

特殊詐欺（オレオレ詐欺・キャッシュカードに関する詐欺など）や悪質商法など

の被害から高齢者を守るため、見守りや啓発活動を行っています。 

  ○落書きの見回りや消去活動 

落書きの状況調査と市への報告、消去が容易な落書きの消去、落書きの防止の啓

発活動などを行っています。 

  ○安全・安心まちづくり推進協議会支部の設置 

地区自治会連合会単位に設置しています。地区内の関係団体を構成員として、地

区内の防犯・交通安全活動などを行っています。 

○防犯・交通安全啓発看板・電柱幕の設置及び維持管理 

    地域内の防犯・交通安全のために、各区安全・安心まちづくり推進協議会が作成

した防犯・交通安全啓発看板・電柱幕の設置及び維持管理を行っています。 

  ○空き家の現状把握 

適正な管理がされていない空き家の現状把握や定期的な見守り、市への状況報告

などを行っています。 
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（３）環境美化活動 

   ごみの出し方や地域内の清掃活動を通じて、自分たちが住んでいる地域を美しく保

つための活動を行っています。 

○ごみ・資源集積場所の設置、清掃 

ごみ・資源集積場所の新設や移設、廃止に関する届出や清掃を行っています。 

○ごみの出し方の周知 

ごみ･資源集積場所への看板の掲出や「ごみと資源の日程・出し方」冊子の配布な

どを行っています。 

○廃棄物減量等推進員と廃棄物減量等推進協力員の推薦 

    ごみの減量化・資源化等については、行政だけでなく、市民一人ひとりの自覚と

協力が不可欠であり、地域ぐるみの積極的かつ主体的な活動が必要です。 

    毎年、各自治会から「廃棄物減量等推進員」と「廃棄物減量等推進協力員」をご

推薦いただき、廃棄物減量等推進員が主体となり、地域の実情に合った分別の推進

やごみ・資源集積場所の美化・管理等をお願いしております。 

○地域清掃の実施 

毎年５月３０日の「きれいなまちづくりの日」事業の一環として、地域の道路や

公園、日ごろ利用しているごみ・資源集積場所を清掃する地域清掃を行っています。

（実施日は各自治会で決めています。） 

○公園・広場の清掃や景観美化活動 

公園や広場を街美化アダプト制度により清掃するほか、道路の清掃や広場の花壇

づくりなどを行っています。 

 

（４）地域福祉活動 

   高齢者や子ども、障害のある方々等が、住みやすい地域にするための活動を行って

います。 

  ○募金などへの協力 

赤十字会員増強運動や相模原市社会福祉協議会賛助会員の募集、共同募金の募金

活動や啓発に協力しています。 

○地区社会福祉協議会への協力 

地域福祉を中心的に担う地区社会福祉協議会の理事や会員として、活動へ参加し

協力をしています。 

○福祉活動の支援 

民生委員・児童委員やボランティアが行う「ふれあい・いきいきサロン」などへ、

自治会集会所を貸し出し、活動の場の提供を行うなど福祉活動を支援しています。 

 

（５）広報・啓発活動 

   地域の皆さんに必要な地域活動や、市役所をはじめとする行政機関からの情報をお

知らせする活動をしています。 

○自治会の広報の発行 

自治会の活動内容を会員へお知らせするために、「自治会報さがみはら」を発行し

ています。 

地区自治会連合会が地区内の催し物の開催を中心にお知らせする「地域情報紙」

を、毎月１回発行しています。 
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○回覧や会報の配布 

自治会に回覧・掲示物等送付先情報担当者を設置し、市役所をはじめとする行政

機関からのお知らせや、子ども会の情報などを回覧や会報を通じてお知らせしてい

ます。 

○自治会掲示板の設置・維持管理 

ポスターなどを掲出するための掲示板を自治会が設置し、管理しています。 

 

（６）親睦・ふれあい活動 

   地域に住んでいる皆さんが繋がりを持ち、楽しく過ごすための活動を行っています。 

○親睦事業の実施 

  ふるさとまつりや夏まつり、どんど焼き、レクリエーション大会、運動会などの

地域の方々が触れ合うことができる場づくりを行っています。 

○子どもの広場の設置 

地域の子どもたちの遊び場や地域活動の場を確保するため、自治会が管理運営す

る広場を設置しています。 

○活動団体の支援 

子ども会や老人クラブなど、自治会内の活動団体を支援しています。 

 

（７）各自治会で特色のある活動 

   防災、防犯・交通安全、環境美化、地域コミュニティなどの活動において、自治会

ごとに特色のある活動をしています。 

   例えば・・・ 

   ◆夜間に行う防災訓練 

◆青パトを活用した防犯パトロール活動 

 ◆犬の散歩や買い物などの日常生活時に腕章やベストを着用して行うパトロール活

動 

 ◆高齢者などの歩行困難者への送迎活動 

 ◆ホームページの開設 

 ◆趣向をこらした夏祭りの開催 

※詳しくは、市自治会連合会ホームページをご覧ください。 

 

市自治会連合会ＨＰ 
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２ 相模原市の自治会組織 

  相模原市の自治会組織は大きく分けて、３つの段階から成り立っています。 
（１）単位自治会 

   市内には５８９（令和４年３月３１日現在）の単位自治会があり、約１７万世帯の

方々が加入しています。これらの単位自治会は、さらに班や組などに分かれています。 
   単位自治会では、その規模や地域特性などに合わせた様々な活動を行っています。 
 
（２）地区自治会連合会 

   単位自治会が集まって１つのブロックをつくり、地区自治会連合会が形成されてい

ます。地区自治会連合会は、市内２２地区（緑区：橋本・大沢・城山・津久井・相模

湖・藤野、中央区：小山・清新・横山・中央・星が丘・光が丘・大野北・田名・上溝、

南区：大野中・大野南・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林）に設立されており、それ

ぞれがふるさとまつり、地区防災訓練、各種研修会の開催や、定期的に自治会長会議

を開催するなど、地区の課題解決や地域活性化のための活動や協議、意見・情報交換

などを行っています。 
   なお、地区自治会連合会の事務局支援を行うため、地域活力推進員（市の会計年度

任用職員）が配置されています。勤務日は地区により異なりますが、原則、月曜日か

ら土曜日の間の５日間です。 
 
（３）相模原市自治会連合会 

   市内の地区自治会連合会会長２２名が理事となり、相模原市自治会連合会が形成さ

れています。市自治会連合会では、自治会に共通する問題についての調査研究を行い、

行政や関係機関との連絡調整、協議を行う執行機関としての役割を担っており、毎月

１回理事会を開催しています。 
また、専門部会として、総務部会、広報部会、防災安全部会を常設するとともに、

必要に応じて特別部会を設置し、自治会員への福利厚生や広報、防犯・防災への取り

組みなどを行っており、部会は、理事と各地区自治会連合会で選出された部会員で構

成されています。 
なお、事業計画や予算の決定、決算を承認する議決機関として、地区自治会連合会

から加入世帯数により選出された委員による総会を毎年開催しています。 
 

○各区の連絡会 
区ごとの連合組織は設置していませんが、各区内の連絡調整や課題などについて

検討するため、各区に属する理事により構成する各区連絡会を設置しています。 
この連絡会で話し合われたことは、理事会へ報告し、決議事項は理事会の承認を

得ています。 
○委員の選出数（地区自治会連合会の加入世帯数による） 
  ５，０００世帯未満           ・・・ ４名 
  ５，０００世帯以上１０，０００世帯未満 ・・・ ５名 
 １０，０００世帯以上１５，０００世帯未満 ・・・ ６名 
 １５，０００世帯以上           ・・・ ７名 
○部会員の選出 
  地区自治会連合会ごとに選出された委員より１名を選出しています。 
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◎相模原市の自治会組織 

 
 

相模原市自治会連合会 
○ ２２名の理事で構成 
○ 総会により事業計画・予算等を決定 
○ 専門部会の活動（自治会報さがみはらの発行など） 

総務部会  広報部会  防災安全部会 

○ 事務所の所在 中央区富士見６－６－２３ けやき会館３階 
 
○ 区ごとの連絡会による連絡調整（各区の属する理事により構成） 

緑区連絡会   中央区連絡会   南区連絡会 

※連絡会の結果は理事会へ報告 
※決議事項は理事会の承認を得る 

地区自治会連合会 
○ 市内２２地区に設置 
 ・緑区 ：橋本、大沢、城山、津久井、相模湖、藤野 

・中央区：小山、清新、横山、中央、星が丘、光が丘、大野北、田名、上溝 
 ・南区 ：大野中、大野南、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林 
○ 地区内の自治会により構成 
○ 自治会長会議、各種研修、ふるさとまつりの開催など 
○ 市自治会連合会の理事、委員、部会員の選出 
○ 事務局の所在 各まちづくりセンター内 

※中央６地区まちづくりセンター所管の小山、清新、横山、中央、星が丘、

光が丘地区は、各公民館内 

単位自治会 
○ 市内に５８９の単位自治会が組織 
○ 一定の地域に住む加入世帯により構成 
○ 防犯、防災、環境美化や夏祭りなどの地域コミュニティ活動を実施 

主に単位自治会長が地区自治会連合会の構成員として選出 

地区自治会連合会長が市自治会連合会の理事として選出 
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３ 自治会活動の主な助成制度など 

（１）自治会等活動推進奨励金 

 自治会の活動に対する支援として、市から「自治会等活動推進奨励金」が交付され

ています。 

 奨励金については、市から市自治会連合会に一括交付され、市自治会連合会から地

区自治会連合会へ、地区自治会連合会が単位自治会へ交付しています。 

 交付金額については、自治会等に対する均等割と加入世帯数などにより算定されま

す。 

●お問い合わせ担当課・・・ 市民協働推進課 

 

（２）自治会掲示板活用促進事業 

   地域や行政からの情報を周知するためのポスター等掲出用の自治会掲示板が、自治

会に交付されています。 

掲示板及び交換用板の配布については、地区自治会連合会で調整、取りまとめの上、

市自治会連合会が市へ申請しています。 

   なお、掲示板の設置や板の交換作業、設置後の維持管理は各自治会で行うことにな

ります。 

   掲示板及び交換用板が必要な自治会におきましては、地区自治会連合会の取りまと

めの際にお申し込みください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 市民協働推進課 

 

（３）自治会集会所建設等に関する制度 

○自治会等集会所建設補助金 

  集会所の建設等にかかる費用の一部を補助する制度です。 

    補助金の交付については、事業年度の前年度の５月末までに事前協議書を提出す

る必要があります。補助金の交付には制限がありますので、計画の早い段階で所管

する担当課へご相談ください。 

    また、用地購入や建物の取得については、法務局へ登記するため、自治会を法人

化する必要があります。自治会法人化については、１４ページをご覧ください。 

    なお、自治会集会所として取得した土地や建物の固定資産税・都市計画税は、申

請により減免されます。 

   ◆自治会等集会所建設補助金の概要 

    ・集会所用地を購入する場合…購入金額の２分の１以内（対象限度面積２００㎡） 

・建物を新築、増築、改築または、住宅を購入する場合… 

     建築費または購入費の２分の１以内 

（対象限度面積１４０㎡、対象限度単価１４万円／㎡） 

・マンション等の１室を区分購入する場合… 

  購入費の２分の１以内（対象限度面積１４０㎡） 

・バリアフリー改修を行う場合… 

  工事費の３分の２以内（補助対象限度額３００万円、補助限度額２００万円） 

・修繕を行う場合… 

  工事費の２分の１以内（補助対象限度額５００万円、補助限度額２５０万円） 
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 ・太陽光発電システムを設置する場合… 

  設置費の２分の１以内（補助対象限度額４００万円、補助限度額２００万円） 

 （注）太陽光発電システムを導入し、売電を行った場合「収益事業」となり、法人 

税が課税されます。詳細は課税担当部門（市民税課、相模原税県税事務所、 

国税局）にご確認ください。 

     

 

 

 

 

○自治会集会所建設資金融資 

    自治会が集会所を建設する際の補助に合わせ、市が契約する金融機関から融資を

受けることができる制度です。 

    融資制度を利用する場合は、自治会等集会所建設補助金と合わせて、所管する担

当課へご相談ください。 

   ◆自治会集会所建設資金融資制度の概要 

    融資期間１０年以内、年利率２％、元利均等月賦返済 

    金融機関 相模原市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、きらぼし銀行 

○自治会集会所賃借料補助 

  自治会が有償で借りる集会所及び集会所用地について、１０年以内に集会所を取

得する計画がある場合、原則１０年間を限度に補助金が交付されます。 

  集会所及び集会所用地を賃借する計画段階で所管する担当課へご相談ください。 

  なお、市有地を賃借する場合は、すでに賃借料の２分の１が減免されていますの

で補助金の対象にはなりません。 

 ◆自治会集会所賃借料補助制度の概要(自治会が取得を予定している場合に限る) 

  集会所用地の借地 地代の２分の１（対象限度面積２００㎡） 

  集会所の借家 家賃及び礼金の２分の１ 

（対象限度面積１４０㎡、対象限度単価１ヶ月あたり２，４５０円／㎡。 

礼金は１契約当たり２，４５０円／㎡の２ヶ月分。） 

●お問い合わせ担当課 

・橋本、大沢地区・・・         橋本まちづくりセンター 

・城山、津久井、相模湖、藤野地区・・・ 各まちづくりセンター 

・中央区内・・・            中央６地区まちづくりセンター 

・南区内・・・             南区役所地域振興課 

・制度について・・・          市民協働推進課 

 

（４）子どもの広場助成制度 

   子どもの身近な遊び場として、自治会などが土地所有者から無償で土地を借りて設

置する「子どもの広場」の設置費や整備費、撤去費に対して補助金の交付等がされま

す。 
   また、子どもの広場として借りる土地の固定資産税・都市計画税については、減免

を受けることができます。設置や整備、撤去する前に必ず、担当課へご相談ください。 
○整備費の補助 

   ◆補助対象 
    機械導入による整地、遊具・看板・外柵・防球ネット・便所・水飲み場等の設置、

修理及び撤去 

※「さがみはら地球温暖化対策協議会」では、既に設置している自治会館の太陽光発電

システムの発電データ等を収集していますので設置の参考に情報提供することがで

きます。 

●お問い合わせ先：さがみはら地球温暖化対策協議会 ℡ 042-753-9550 
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   ◆補助率…必要経費の２分の１（１，０００円未満切り捨て） 
   ◆補助限度額…３０万円 （注）毎年度１回申請できます。 
  ○砂の補充 
    広場の砂を無償で補充しています。 

各子どもの広場につき年に１回、最大１０㎥まで可能です。砂は、砂場用と、広

場用の２種類を用意しています。なお、砂ならしや整地等は管理団体にお願いして

おります。詳しくは担当課までお問い合わせください。 

●お問い合わせ担当課・・・ こども・若者支援課 ℡０４２－７６９－８３７０ 
 

（５）街美化アダプト制度 

街美化アダプト制度は、自治会など地域の皆さんと市が役割分担をし、両者の合意

に基づき、花植えや清掃などの美化活動を継続的に進める制度です。 

アダプトとは、「養子縁組をする」という意味で、公園や緑地・道路などを養子のよ

うにいつくしみ、世話するところから名付けられました。 

清掃や除草、花植え活動などを行う団体は、作業用具等を購入するための活動支援

費の支給のほか、市民活動サポート補償制度の適用などの支援を受けられます。 

 ●お問い合わせ担当課 

  ・公園・・・         公園課 ℡ ０４２－７６９－８２４３ 

  ・児童遊園・・・ こども・若者支援課 ℡ ０４２－７６９－８３７０ 

  ・緑地・・・     水みどり環境課 ℡ ０４２－７６９－８２４２ 

  ・道路・・・      緑土木事務所 ℡ ０４２－７７５－８８１８ 

            津久井土木事務所 ℡ ０４２－７８０－１４１７ 

             中央土木事務所 ℡ ０４２－７６９－８２６２ 

              南土木事務所 ℡ ０４２－７４９－２２１１ 

  ・河川・・・         河川課 ℡ ０４２－７６９－８２７３ 

  ・城山、津久井、相模湖、藤野地区の公園・緑地・・・ 

            津久井地域環境課 ℡ ０４２－７８０－１４０４ 

  ・橋本、相模原、相模大野駅付近のポイ捨て禁止重点地区・・・ 

             資源循環推進課 ℡ ０４２－７６９－８３３４ 

 

（６）集団資源回収奨励金 

   自治会や地域の子ども会、ＰＴＡ、老人クラブなどの団体が、家庭から出るびん類

（ビールびんや一升びんなどのリターナブルびんのみ）、かん・金物類、紙類（新聞、

雑誌、段ボール、紙パックのみ）、布類を資源として自主的に回収し、取扱業者などに

引き渡す地域のリサイクル活動です。 

   この活動に対し、市では、回収量１kg あたり 7 円の奨励金を交付していますが、奨

励金を受けるには、実施団体の登録が必要です。 

   実施団体の登録などについては、資源循環推進課にお問い合わせください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 資源循環推進課  ℡ ０４２－７６９－８２４５ 

   

（７）自主防災組織活動事業費補助金 

   地震や火災などから生命や財産を守るために「自分たちのまちは、自分たちで守る」

という自主防災の組織的対応のもとで、地域の人々が協力しあって災害に備えること

が必要です。 

   防災という共通の目的を持って結成される単位自主防災組織、地区連合自主防災組

織の育成と防災体制の充実を図るために、補助金が交付されます。 
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   訓練などの活動に要する経費が対象となり、補助率は２分の１（１，０００円未満

切り捨て）で、補助金交付申請額は各地区に配分された予算額を元に、上限額（原則

２０万円）の範囲内で定めます。 

※補助金交付申請は、９月末までに各区役所地域振興課、各まちづくりセンター（小

山・清新・横山・中央・星が丘・光が丘地区は各公民館）、または近くの消防署所へ

提出してください。令和２年度から、当該補助金は概算払いとなりましたので、請求

書は交付決定通知書受領後速やかに提出してください。 

実績報告書は２月末日までが提出期限ですが、２月１５日以降は、直接各区役所地域

振興課へ提出してください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 各区役所地域振興課 

 

（８）避難所運営協議会活動事業費補助金 

   災害時に市が開設する小中学校等の避難所の運営を担う避難所運営協議会が防災力

の充実を図るために、避難所運営訓練等を行う場合に補助金が交付されます。 

   当該訓練等に要する経費が対象となり、補助限度額は１０万円となります。 

  ※補助金申請は、９月末までに各区役所地域振興課、各まちづくりセンター（小山・

清新・横山・中央・星が丘・光が丘地区は各公民館）、または近くの消防署所へ提出

してください。請求書は交付決定通知書受領後速やかに提出してください。 

実績報告書は２月末日までが提出期限ですが、２月１５日以降は、直接各区役所地

域振興課へ提出してください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 各区役所地域振興課 

 

（９）地域活性化事業交付金 

地域の団体の自主的な活動による課題解決や地域の活性化に資する事業が交付対象

になります。申請事業の内容について、まちづくり会議の意見を聴き、参考とした上で

区長が交付の可否を決定します。 
なお、自治会加入促進や担い手育成、参加者増加、活動団体間の連携強化、まちづく

り会議が提示した課題を視点とした事業は優先的な対象事業となります。 

自治会及び地区自治会連合会についても、地域の課題解決や地域の活性化に資する

事業で、市の他の補助制度の対象にならない場合は、交付対象になります。 
交付金は、同一の事業に継続して交付する場合は３年を限度とし、事業に要する経

費の１０分の１０以内で交付されます。ただし、事業実施に必要となる１万円以上の

財産（備品等）の購入については、購入費の３分の２以内の交付となります。 
   詳しくは、各まちづくりセンターにご相談ください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 各地区のまちづくりセンター 

 

（10）防犯活動物品補助金 

市では、防犯パトロールなど防犯活動に必要な物品を購入する経費の一部を補助し、

皆様の防犯活動を支援しています。 

○補助内容・対象 

◆補助率及び限度額 

予算の範囲内で防犯活動に必要な物品購入費の２分の１を補助します。 

ただし、限度額は５万円です。 

◆補助対象物品…帽子、ブルゾン、腕章、合図灯、懐中電灯など 

※当年度中に購入する物品であること 

※帽子、ブルゾン、腕章などは緑色を基本とし、「防犯」、「パトロール」と表示さ 

れていることが望ましい
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○補助対象団体 

   ◆５名以上で構成され毎月定例的に防犯活動を実施する団体 

◆当年度において、県、警察、市、防犯協会、安全・安心まちづくり推進協議会等か 

ら防犯活動物品の購入に係る補助金を受けていない団体 

◆防犯モデル地区運営費補助金及び防犯活動物品購入支援事業補助金を過年度に受 

けていない団体（過年度に補助を受けた団体も２次申請は可） 

   ◆物品購入後の申請は補助対象外となります。 

○申請受付期限 

   １次申請 令和４年６月１日（水）から 令和４年７月２９日（金）まで 

   先着順（予算額に達したところで締切りとさせていただきます。） 

※１次申請の申込み状況により、１次申請期間終了後、２次申請の受付をする場合 

があります。 

○申請方法 

  補助申請に必要な書類を送付しますので、交通・地域安全課または、お住まいの区の 

地域振興課までご連絡いただき、申請期間中に書類を提出してください（郵送可）。 

○補助申請書類 

補助金等交付申請書、事業計画書、補助金概要調書、収支予算書、支払金口座振替 

依頼書、見積書の写し 

※事業終了後に実績報告書、領収書の写し等の書類提出が必要となります。 

●お問い合わせ担当課（書類提出先）・・・ 交通・地域安全課、各区役所地域振興課 

 

（11）防犯カメラ設置費補助金 

   自治会または地域住民等で組織された防犯活動団体に対し、防犯カメラの設置に要

する経費の一部を補助します。詳しくは交通・地域安全課にご相談ください。 

  ○補助内容・対象等 

   ◆補助対象経費 

    防犯カメラ及び附属機器の購入、設置工事等に要する経費 

    ※保守点検費用、修理費用及び電気料金等の維持管理費は対象外 

   ◆補助率及び限度額 

予算の範囲内で補助対象経費の１０分の９及び１２万円のいずれか低い額を補助 

します。※カメラ１台ごとに計算します。 

◆補助上限台数 

    １団体あたり５台まで ※５台全て補助されるとは限りません。 

   ◆交付条件 

    ・不特定多数の人が利用する道路をメインに撮影し、地域における犯罪の防止を 

目的に設置された防犯カメラであること。 

    ・防犯カメラの設置について、設置場所の使用許可及び周辺住民の承認が得られ 

ていること。 

    ・相模原市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン（平成２８年３月３ 

１日策定）に沿った適切な設置及び運用を行うこと。 

〇補助対象団体 

   自治会など、地域住民等で組織された継続的に防犯活動を行う団体 

  ○申請方法 

   交付申請の前に、設置場所、設置時期及び撮影範囲等について事前の協議が必要と 

なりますので、「事前協議書」を作成し、受付期間内に、直接か郵送で、交通・地域 

安全課まで提出してください。
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   ◆提出書類 

    補助金等事前協議書、設計書または仕様書（関連機器の構成がわかるもの）、防犯 

カメラの設置場所を明記した図面、見積書 ※全て写し可 

   ◆事前協議書受付期間 令和４年４月１日(金)から令和４年７月２９日(金)まで 

●お問い合わせ担当課・・・ 交通・地域安全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全教室・防犯講習会 

市では、防犯交通安全指導員による交通安全教室及び防犯講習会を開催しています。 

交通事故を一件でも減らすため、また、家族や地域を犯罪から守るために是非ご利用ください。 

 
 ○開催日時       ：原則平日の午前１０時から１１時３０分、午後２時から４時 
 ○開催場所       ：地域の広場、自治会館、公民館等 

 ○交通安全教室の主な内容：講話、ＤＶＤ上映、自転車実技、旗振り指導等 

 ○防犯講習会の主な内容 ：講話、ＤＶＤ上映、空き巣・ひったくり対策、 

              特殊詐欺等対策、高齢者や子ども向けの防犯指導等 

 ○申込方法       ：交通・地域安全課へ連絡してください。 
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４ 自治会に関わる制度など 

（１）市民活動サポート補償制度 

市では、市内でボランティア活動を行う皆さんを対象とした保険に加入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会活動中に万が一事故が発生したときは、 

市民協働推進課まで速やかにご連絡ください。 

（損害賠償事故は、現場写真の撮影もお忘れなく！） 

補償内容の詳細や手続きの流れは、サポート補償制度の手引きをご覧ください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 市民協働推進課 

 

（２）認可地縁団体（自治会法人化） 

自治会名義で不動産登記ができないことによる財産上のトラブルを解消するため、

平成３年に地方自治法が改正され、市町村長の認可により自治会が法人格を取得して、

不動産登記ができるようになりました。 
また、令和３年度の地方自治法の改正により、不動産を保有していない、または保有

する予定がない場合であっても、一定の手続きを行うことで法人格を取得することが

可能になりました。 
   認可申請には、法人格を取得する前の自治会の規約に基づいて開催される総会に諮

り、「法人格を取得するための認可を受ける」という意思決定があらかじめ必要になり

ます。さらに、区域、規約、代表者及び構成員などについて議決（最終合意）を得た後

に、区長に必要書類を添えて申請します。 
   区長が、自治会からの認可申請に基づき、地縁による団体の認可をすると、自治会

の名称や区域、事務所の所在、代表者に関する事項を告示し、この告示により対外的

に効力を生じます。 
認可後に規約を変更した場合は、区長の認可が必要となりますので、規約変更認可

申請書に総会議事録、総会資料を添えて申請します。 
また、代表者の変更など、告示事項に変更が生じた場合は、区長への届出が必要です

ので、告示事項変更届出書に総会議事録、総会資料を添えて届出します。 
認可された地縁による団体は、告示した事項の証明書（告示事項証明書）と、登録し

た印鑑の印鑑登録証明書の交付を申請することができます。告示した事項の証明書は

誰でも交付を申請することができますが、印鑑登録証明書は、代表者（会長）本人が交

付を申請しなければなりません。両証明書の交付申請先は、地縁団体台帳を保管する

担当課になります。

☆保険料は全額市が負担します。 
☆主に損害賠償事故（対人・対物）、傷害事故（活動者本人の怪我・死亡）等を補償します。 
☆自治会での費用負担、事前の団体登録は不要です（事故発生後から手続き開始）。 
💡事故の報告には、総会資料（年間計画、名簿等）の他、活動当日のスケジュールや活動

者名簿などが必要です。日頃から書類の整備をお願いします。 
💡本制度は主にボランティア活動に適用する保険です。対象となる活動内容や対象者が限

られるため、全ての自治会活動を対象とするものではありません。 
💡活動内容は対象となるものでも、事故の発生状況や事故報告のタイミング、怪我の種類

によっては保険が適用できない場合があります。 
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●お問い合わせ担当課 
・橋本、大沢地区・・・         緑区役所地域振興課 

・城山、津久井、相模湖、藤野地区・・・ 各まちづくりセンター 

・中央区内・・・            中央６地区まちづくりセンター 

・南区内・・・             南区役所地域振興課 

 

（３）ふれあい広場 

住民の軽スポーツやレクリエーション、文化活動等のコミュニティ活動促進のため

の多目的広場「ふれあい広場」を、各公民館区２か所を上限に設置することができます

（城山、津久井、相模湖及び藤野においては各地区の中間連合区域を１公民館区とみな

す）。 
自治会を中心とした「ふれあい広場管理運営委員会」が広場の利用ルールを策定する

ほか、街美化アダプト制度（ふれあい広場管理）に基づき、除草、清掃、設備の保守、

小破修繕、植栽の手入れなどの活動を行います。 
●お問い合わせ担当課・・・ 市民協働推進課 
 

（４）こども１１０番の家 

子どもたちを不審者等から守り、緊急に避難できる場所の確保と犯罪を未然に防ぐ

目的で設置されている「こども１１０番の家」の設置や活動に協力しています。 

子どもたちの登下校時や公園・広場等で、「知らない人からの声掛け」、「痴漢」、「つ

きまとい行為」の被害を受けたり、受けそうになり避難してきた子どもたちを保護し、

警察に通報します。 

●お問い合わせ担当課・・・ 各区役所地域振興課、交通・地域安全課 

 

（５）地域密着型通所介護及び高齢者グループホーム等運営推進会議 

地域密着型の介護サービス（一部除く）では、地域との結びつきを深め、地域に開か

れたサービスを提供するために、「運営推進会議」において、事業所の運営等への評価

を受けることや必要な要望・助言を聴くこととされており、地域の代表として、自治

会、民生委員、老人クラブ等の方が参加しています。 
事業者から自治会に対し「運営推進会議」への参加依頼がありましたら、自治会とし

て可能な範囲でご協力ください。 

●お問い合わせ担当課・・・ 福祉基盤課 ℡ ０４２－７６９－９２２６
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５ 地域生活に関する主なお問い合わせ先 

（１）ごみ・資源集積場所 

ごみ・資源集積場所を新設・移設する場合は、原則１０世帯以上を単位に、場所を決

めて、地域の各環境事業所、津久井クリーンセンターへ「ごみ・資源収集申込書」を提

出してください。（資源循環推進課、各まちづくりセンター及び出張所から回送も可）。

提出後、各環境事業所、津久井クリーンセンターで収集上の問題がないと判断した場

合、収集開始となります。廃止する場合も同様に提出することになり、提出後、収集上

の問題がないと判断した場合、廃止となります。 
提出の際には、地域の状況を把握するなどの観点から、原則として自治会長に内容

を確認いただいております。このため、新規住宅の建設等に伴うごみ・資源集積場所の

設置の際などは、集積場所を設置しようとする不動産業者等から連絡がくる場合があ

ります。 
なお、「ごみ・資源収集申込書」は、上記の事務所に配架してあるほか、市のホーム

ページからもダウンロードできます。 
ごみ・資源集積場所では、一般ごみを週２回、乾電池、資源、容器包装プラを週１回

ずつ回収しています。 
また、各自治会からご推薦いただいた廃棄物減量等推進員には、ごみ・資源集積場所

の美化・管理にご協力をいただいております。 
●お問い合わせ担当課 

  ・麻溝台環境事業所    ℡ ０４２－７４７－１２４１ 
  ・橋本台環境事業所    ℡ ０４２－７７２－０２１８ 

・津久井クリーンセンター ℡ ０４２－７８４－２７１１ 
  

（２）自治会活動に伴うごみ 

自治会の活動に伴い発生したごみについては家庭ごみに準ずるものとし、次の表の

とおりの取り扱いとなります。なお、この取り扱いは、地区自治会連合会、単位自治会、

子ども会、老人会、地区社会福祉協議会が対象団体となります。 

種類等 処理方法 ごみ処理手数料等 

一般ごみ 市処理施設自己搬入 
行事 全額減免 

行事以外 190 円/10 ㎏ 

資源化可能物 
市資源リサイクルステーション

自己搬入 
 

粗大ごみ 
市粗大ごみ受入施設 

自己搬入または市収集 

（自己搬入）190 円/10 ㎏ 

（市収集)品目別に規則で定める額 

自治会館等への
不法投棄物 

「行事以外の一般ごみ」、「資源化可能物」、「粗大ごみ」に準ずる 

地域清掃 自己搬入または市収集 全額減免 

＊本項の適用は、自治会が主体となって実施する活動に伴い排出するごみに限ります。 
＊「行事」とは、ふるさとまつり、盆踊り、運動会、レクリエーション大会等となります。 
＊「資源化可能物」の種類は、市資源リサイクルステーションで受け入れる資源及び容器包装

プラとなります。 
＊露天商等の販売等に伴い発生したごみは、通常の事業系ごみの取扱いとなります。 
＊市清掃工場には、資源化可能物や粗大ごみを搬入しないでください。 

 ●お問い合わせ担当課・・・ 廃棄物指導課 ℡ ０４２－７６９－８３５８
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（３）交通規制 

   横断歩道や信号機の設置、一時停止や一方通行などの交通規制についてのご相談は、

所管する次の警察署へお問い合わせください。 

警察署名 所管区域 電話番号 

相模原北警察署 橋本、大沢地区 ℡ 042-700-0110 

津久井警察署 城山、津久井、相模湖、藤野地区 ℡ 042-780-0110 

相模原警察署 中央区内 ℡ 042-754-0110 

相模原南警察署 南区内 ℡ 042-749-0110 

 

（４）道路の管理、維持、補修 

   カーブミラー、ガードレール、道路照明灯などの道路に関する管理、維持、補修に

ついてのご相談は、所管する次の関係機関へお問い合わせください。 

関係機関名 所管する道路 電話番号 

緑土木事務所 

①橋本、大沢地区の市道・県道・ 

国道４１３号 

②城山地区の市道・県道・国道４１３号 

①℡ 042-775-8818 

（橋本、大沢地区） 

②℡ 042-783-8151 

（城山地区） 

津久井土木事務所 

①津久井地区の市道・県道・国道４１３号・

４１２号 

②相模湖地区の市道・県道・国道４１２号 

③藤野地区の市道・県道 

①℡ 042-780-1417 

②℡ 042-684-3252 

③℡ 042-687-5512 

中央土木事務所 中央区内の市道・県道・国道１２９号 

℡ 042-769-8266 

(道路の補修関連) 

℡ 042-769-9235 

(交通安全施設の補修関

連） 

南土木事務所 南区内の市道・県道 

℡ 042-749-2213 

(道路の補修関連) 

℡ 042-749-2215 

(交通安全施設の補修関連） 

相武国道工事事務所 

八王子国道出張所 
国道１６号 ℡ 042-645-5562 

相武国道工事事務所 

日野出張所 
国道２０号 ℡ 042-582-0408 

 

（５）市管理の防犯灯（＊1 灯ごとに黄色の管理プレートが取り付けられています） 

   市管理防犯灯の不点灯などの不具合を発見した場合は、黄色の管理プレートに記載

されている管理番号を次の防犯灯コールセンターへご連絡ください。 

防犯灯コールセンター【相模原電気工事組合 住宅電気工事センター内】 

※午前９時～午後５時（電話の場合） 

※緊急な場合は、上記時間以外（土日祝日含む）も対応可 
℡ 042-756-2971 
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（６）河川敷地での自治会活動 

河川敷地での自治会活動は、届出が必要となる場合がありますので、次の関係機関へ

お問い合わせください。 

関係機関名 河川の名称及び管理区間 電話番号 

相模原市 

河川課 

【準用河川鳩川】 

内出橋下流端～千歳橋上流端 

【準用河川八瀬川】 

相模川第９雨水幹線分派点～相模川合流点 

【準用河川姥川】 

姥川第１雨水幹線の吐口～鳩川合流点 

℡ 042-769-8273 

神奈川県 

厚木土木事務所 

津久井治水センター 

【一級河川鳩川】 

千年橋上流端～座間市境 

【一級河川鳩川分水路】 

鳩川からの分派点～相模川合流点 

【一級河川鳩川隧道分水路】 

鳩川からの分派点～相模川合流点 

【一級河川道保川】 

古山暗渠上流端～鳩川合流点 

【一級河川早戸川】 

蛙沢川合流点～中津川合流点 

【一級河川串川】 

根無沢合流点～相模川合流点 

【一級河川道志川】 

山梨県境～相模川合流点 

【一級河川秋山川】 

山梨県境～相模川合流点 

【一級河川金山川】 

山梨県境～秋山川合流点 

【一級河川相模川】 

山梨県境～小倉橋 

【二級河川境川】 

緑区川尻地内～根岸橋上流端 

【二級河川小松川】 

緑区川尻地内松風橋～境川合流点 

【二級河川本沢】 

緑区川尻地内砂防堰～境川合流点 

℡ 042-784-1111 

神奈川県 

厚木土木事務所 

【一級河川相模川】 

小倉橋～座間市境 
℡ 046-223-1711 

東京都 

南多摩東部建設事務所 

【二級河川境川】 

根岸橋上流端～大和市境 
℡ 042-720-8628 
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６ 各種相談窓口 

（１）地域包括支援センター（地域包括ケア推進課、各区高齢・障害者相談課、津久井・

相模湖・藤野地区に限り津久井高齢・障害者相談課） 

   高齢者の保健・福祉・介護についての相談を皆様のより身近なところで受けること

ができるように、市が社会福祉法人等に委託をして『地域包括支援センター』を市内

２９箇所に設置しています。相談や申請等の費用は無料ですので、お気軽にご相談く

ださい。 

  ●主な業務内容 

○保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等の専門職による、高齢者や介護家族 

からの相談対応 

○在宅福祉サービスや介護保険の申請代行 

○介護認定で要支援と認定を受けた方等の介護予防ケアプランの作成やサービス 

利用調整 

○介護予防に関する教室の開催と、住民主体による活動の支援（いきいき百歳体 

操等） 

○地域ケア会議の開催 

○高齢者の権利擁護に関する相談支援 

 

（２）児童虐待の相談 

   都市化や核家族化が進むなかで、親族や地域から子育てについてのアドバイスや手

助けを受けることができず、負担や孤独を感じている親が少なくありません。このよ

うな状況に合わせるように、児童虐待が深刻な社会問題となっています。 

   「いつでも」「どこでも」「誰でも」、児童虐待に出会う可能性があります。児童虐待

を早期に発見するためには、子どもや家族、家庭の様子に「何かおかしいな？」と感

じたときに、その疑問をそのままにしないことが大切です。 

   「不自然な傷や打撲のあとがある」「着衣や髪の毛がいつも汚れている」「表情が乏

しい」「おどおどしている」「落ち着きがなく、乱暴になる」「親を避けようとする」「夜

遅くまで一人で遊んでいる」など、「ひょっとして児童虐待？」と思ったら、子どもの

安全を確認するために、ためらわずに通告してください。 

   たとえ、虐待ではなかったとしても、子どもを守るために善意で通告した場合には、

責任を問われることはありません。また、通告した人の名前などが他に漏れることは

絶対にありません。 

 【通告（相談）窓口】 

  ・緑子育て支援センター     ℡ ０４２－７７５－８８１５ 

  ・中央子育て支援センター    ℡ ０４２－７６９－９２２１ 

  ・南子育て支援センター     ℡ ０４２－７０１－７７００ 

  ・児童相談所          ℡ ０４２－７３０－３５００ 

 

 【２４時間通告（相談）窓口】 

  ・こども虐待１１０番      ℡ ０４２－７３０－３５１１ 

  ・児童相談所虐待対応ダイヤル  ℡ １８９[いちはやく] 

  ※お子さんがお住まいの区の子育て支援センターか児童相談所、「こども虐待１１０

番」、または「児童相談所虐待対応ダイヤル」に連絡してください。 

  ※昼夜を問わず、子どもの生命に危険が生じる状況がある場合には、まず警察に連絡

し、子どもの安全を確保してください。 
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（３）子育ての相談 

   育児やしつけなど、子育てについての様々な相談を、電話や来所面接でお受けして

います。また、相談の内容に応じて、専門的な相談機関をご案内しています。 

   ○相談日 

    月曜日から金曜日 午前８時３０分～午後５時（年末年始・祝日を除く） 

○場所及び連絡先 

    緑子育て支援センター（緑区合同庁舎３階 緑区西橋本 5－3－21） 

℡ ０４２－７７５－８８１５ 

    中央子育て支援センター（ウェルネスさがみはらＡ館 1 階 中央区富士見 6－1－1） 

℡ ０４２－７６９－９２２１ 

    南子育て支援センター（南保健福祉センター３階 南区相模大野 6－22－1） 

℡ ０４２－７０１－７７００ 

 

（４）ソレイユさがみ女性相談 
●一般相談（電話・面接） 

夫婦、家族、男女等人間関係の問題や就労、その他女性が抱える生活上のさまざ

まな悩みについての相談 

   ○相談担当 女性相談員 

   ○相談日時 毎日（ただし、毎月第４月曜日、年末年始は除く） 

午前１０時から午後５時まで（火・木曜日は午後６時まで） 

   ○相談場所 ソレイユさがみ女性相談室（緑区橋本６－２－１） 

   ○電話番号 ０４２－７７５－１７７７ 

   （注１）専門相談は、一般相談の後に専門相談が必要な方のみ予約できます。 

   （注２） 面接相談については、事前に上記電話番号にて予約が必要です。ただし、

緊急の場合は、ご相談ください。 

 

●専門相談 

【女性のための法律相談（面接） ※予約制】 

    女性への暴力、セクシュアル・ハラスメント、離婚、相続、借金など法律上の 

問題に関する相談 

   ○相談担当 弁護士（女性） 

○相談日時 毎月第１、２、３木曜日（ただし、木曜日が５回ある月は第１、２、

４木曜日）午後２時から午後４時まで（１人３０分以内） 

 

【女性のための心の相談（電話・面接） ※予約制】  

    女性の心の健康に関する悩みや困りごとについての相談 
   ○相談担当 臨床心理士（女性） 
   ○相談日時 毎月第２土曜日及び偶数月第４土曜日 

午後２時から午後４時２０分まで（１人４０分以内） 

          ※相談方法（電話か面接）については予約時に選択してください。 
 

（５）相模原市配偶者暴力相談支援センター 

   ・配偶者や交際相手など身近な人からの暴力についての電話相談 

   ・問題解決に向けた各種制度等の情報提供、アドバイス、関係機関等の案内 

   ・緊急な場合の被害者の安全を確保するための相談 

・「保護命令制度」についての相談
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  ●ＤＶ相談専用電話 

   ○電話番号 ０４２－７７２－５９９０ 

   ○相談日時 毎日（ただし、毎月第４月曜日、年末年始は除く） 

         午前１０時から午後５時まで（火・木曜日は午後６時まで） 

（注）緊急時（事件発生時）は１１０番してください。 

 

（６）外国人市民の生活、教育等に関する相談 

  １．さがみはら国際交流ラウンジ 
  外国人市民と共に生きる住みよい環境づくりを進めるため、外国人市民への情報提

供の場、外国人市民及び外国人市民を支援する団体の活動の場、国際交流の場として、

『さがみはら国際交流ラウンジ』を市がボランティアとの協働により運営しています。 

   さがみはら国際交流ラウンジでは、外国人市民を対象とした、生活や教育等に関す

る相談や外国人市民に地域情報（お祭り、防災訓練、地域清掃などへの参加呼びかけ

など）を伝えるための翻訳の相談にも応じます。また、曜日により、スタッフが９言

語で対応していますので、日本語が話せない方でも、相談が可能です。 

  ○無料外国人相談 相談日時 

  曜日 毎週火曜日、金曜日、第２・４土曜日（年末年始は除く） 

  時間 午後１時から午後４時 

○相談場所及び連絡先 

  さがみはら国際交流ラウンジ（中央区鹿沼台 1-9-15 プロミティふちのべビル１階） 

  ℡ ０４２－７５０－４１５０ 

○休館日 毎週木曜日及び年末年始（12 月 28 日～1 月 3 日）、臨時休館あり 

○９言語対応日時 

対応言語 対応日時 

韓国・朝鮮語 月曜日 午前 9 時 30 分から午後 3 時 15 分 

タイ語 月曜日 午前 11 時から午後 4 時 45 分 

英語 火曜日 午前 9 時 30 分から午後 3 時 15 分 

ポルトガル語 火曜日 午前 10 時から午後 3 時 45 分 

スペイン語 水曜日 午前 9 時 30 分から午後 3 時 15 分 

フィリピン語 水曜日 午前 10 時から午後 3 時 45 分 

中国語 金曜日 午前 9 時 30 分から午後 3 時 15 分 

ベトナム語 土曜日 午前 9 時 30 分から午後 3 時 15 分 

カンボジア語 土曜日 午前 9 時 30 分から午後 3 時 15 分 

※英語・中国語については、上記以外の日時にも対応可能な場合があります。 

また、日本語に不慣れな方を対象とした日本語教室も市内各所で開催しています。

詳しくは、さがみはら国際交流ラウンジまでお問い合わせください。 
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【ごみと資源の 
 日程・出し方】 

【スポーツ施設 
 PR マップ】 

２．市民相談室 

①一般相談 

日常生活の中で困ったことや知りたいことについて対面または電話で相談すること

ができます。 

○中央区役所市民相談室 

外国人相談専用電話：042-769-8319 

9:00－noon、1:00－4:00PM 

 

 

 

 

 

②法律相談 

弁護士による夫婦の問題、借金、労働問題などの相談ができます。 

場所 電話 曜日 時間 

中央区役所市民相談室 042-769-8230 第１木曜日 ※祝日は休み 
1:30－

4:00PM 
緑区役所市民相談室 042-775-1773 第４木曜日 

南区役所市民相談室 042-749-2171 第２木曜日 ※祝日は休み 

【予約】相談をしたい日の３日前までに電話で予約をしてください。 

 

 

③在留手続相談 

入管の職員による在留手続や在留資格の相談ができます。 

場所 
外国人相談 

専用電話 
曜日 時間 

中央区役所市民相談室 042-769-8319 第２月曜日 ※祝日は休み 1:00‐4:00PM 

【予約】相談日当日の午前９時から電話予約を受付します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 曜日 Language 言語 

Mon.月 English 英語 

Tue.火 Filipino フィリピン語 

Wed.水 中文 中国語 

Thu.木 Tieቷng Việt ベトナム語 

Fri.金 
Español スペイン語 

Português ポルトガル語 

市のホームページでは、生活、広報、保健、子育て、防災など、様々な情報を

外国語で提供しています。 
近くにお困りの方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください。 
 

相模原市ホームページ 
外国語による情報提供 

【くらしのガイド】 【マイ広報さがみはら】 【子育てガイド】 【防災ガイドブック】 
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（７）市民相談、法律相談、行政相談など 

各区役所市民相談室 

相談名 内容 
緑区役所市民相談室 

042-775-1773 

中央区役所市民相談室 

042-769-8230 

南区役所市民相談室 

042-749-2171 

①市民相談 
夫婦、家族など日常生活上の悩

み事 
毎日 月～金曜日 月～金曜日 

②法律相談 
相続、離婚など個人に係る日常

生活上の法律全般 

水曜日 

（当日電話予約◎） 

火曜日 

（当日電話予約◎） 

金曜日 

（当日電話予約◎） 

第４木曜日 

（事前電話予約○） 

第１木曜日 

（事前電話予約○） 

第２木曜日 

（事前電話予約○） 

③行政相談 国などの仕事への意見や要望 第３水曜日 第２水曜日 第１水曜日 

④人権相談 人権に関する心配事 第４金曜日 第１金曜日 第２水曜日 

⑤税務相談 
土地売買、相続、贈与などの税

金に関すること 

第２月曜日 

（当日電話予約◎） 

第１･３月曜日 

（当日電話予約◎） 

第４月曜日 

（当日電話予約◎） 

⑥司法書士相談 
遺言・相続、成年後見、登記、

その他民事紛争など 

第１木曜日 

（当日電話予約◎） 

第４水曜日 

（当日電話予約◎） 

第２水曜日 

（当日電話予約◎） 

⑦新築・増改築・ 

修理等の相談 

住まいの新築・増改築・修理に

ついての技術的なこと 
第２木曜日 第３木曜日 第１木曜日 

⑧社会保険労務

士相談 

年金、健康保険、賃金・解雇な

どの問題 

第２金曜日 

（当日電話予約◎） 

第１水曜日 

（当日電話予約◎） 

第 3 水曜日 

（当日電話予約◎） 

⑨行政書士相談 
遺言書、遺産分割協議書、契約

書、官公署への書類の作成など 

第 2 火曜日 

（当日電話予約◎） 

第１･３水曜日 

（当日電話予約◎） 

第４水曜日 

（当日電話予約◎） 

⑩不動産相談 
不動産取引(空き家を含む)や

借地・借家契約など 

第３月曜日 

（当日電話予約◎） 

第２金曜日 

第４月曜日 

（当日電話予約◎） 

第１月曜日 

（当日電話予約◎） 

⑪交通事故相談 
交通事故の発生に関連して生

ずる各種問題 

第１金曜日 

（事前電話予約●） 

月曜日 

（事前電話予約☆） 

第３月曜日 

（事前電話予約☆） 

⑫労働相談 労使関係、労働条件、解雇など ― 木曜日 ― 

 
各まちづくりセンター 

相談名 内容 

城山まちづく

りセンター 

042-783-8103 

津久井まちづく

りセンター 

042-780-1400 

相模湖まちづく

りセンター 

042-684-3212 

藤野まちづく

りセンター 

042-687-5514 

①市民相談 
夫婦、家族など日常生活上の

悩み事 

水曜日 
（事前予約○） 

月曜日 
第１・３火曜日 
（事前予約○） 

第２・４火曜日 
（事前予約○） 

②法律相談 
相続、離婚など個人に係る日

常生活上の法律全般 

第２金曜日 
（事前予約○） 

第３金曜日 
（事前予約○） 

5､8､10､2 月の 

第４金曜日 
（事前予約○） 

6､9､1､3 月の 

第４金曜日 

（事前予約○） 

③行政相談 国などの仕事への意見や要望 
奇数月 

第２木曜日 

偶数月 

第１金曜日 

奇数月 

第３木曜日 

偶数月 

第２金曜日 

④人権相談 人権に関する心配事 ― 第２水曜日 ― ― 

【時間】①午前９時～正午、午後１時～午後５時 

    ②～⑪午後１時３０分～午後４時 ⑫午前９時～正午、午後１時～午後４時 

【予約開始時期】◎当日午前８時３０分から、○２週間前から、☆前の週の水曜日から、 

●同一週の月曜日から 

【対象】市内在住か在勤・在学の方 
 

中央区役所・南区役所市民相談室及びまちづくりセンターは平日（年末年始を除く。）開所しており、緑

区役所市民相談室は年末年始を除く毎日開所しています。詳しくは各相談窓口にお問い合わせください。 
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７ 地域の主な団体など 

（１）まちづくり会議（各まちづくりセンター） 

   市民協働のまちづくりを進めるため、地区自治会連合会、地区社会福祉協議会、地

区民生委員児童委員協議会、公民館などの地域の活動団体等で構成し、地域の課題解

決や地域活性化に向けた取り組みなどを自主的に話し合う場として、市内２２地区に

設置されています。 
また、各まちづくりセンターに地域政策担当として市職員が配置され、まちづくり

会議や地域の課題解決、地域活性化に取り組む活動の支援をしています。 
○地域課題への取り組み 
 ◆地域課題の解決策の検討、企画、推進 
○地域活動団体の情報共有 
 ◆地域で活動している団体の情報や課題の共有化 

◆地域の団体が協働して、課題解決に取り組む活動などの推進 
○地域活性化事業交付金の活用に向けた提言 

   ◆地域活性化事業交付金の申請事業への意見及び継続事業の検証 
  ○地区まちづくりを考える懇談会の開催 
   ◆地域の課題などについて、市と話し合う場の設置 
    
（２）区民会議（各区役所区政策課） 

   区内のまちづくり会議から推薦された方や公益的活動を行う団体、学識経験者及び

公募委員などで構成し、各区のまちづくりの方向性や地域活動を活性化するための方

策などを話し合うため、市長の附属機関として３区にそれぞれ設置しています。 
  ○区別基本計画の推進方策等の検討 
   ◆区別基本計画に掲げた取組等の推進方策についての検討や、区民と行政との協働 

によるまちづくりの方策を検討しています。 
 
（３）消防団（消防総務課、各消防署警備課） 

   消防団は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、市内に在住ま

たは在勤の方々により組織されています。消防団員は、日常各自の仕事を行いながら、

災害発生時には消防活動等に従事する非常勤特別職の地方公務員です。 

相模原市消防団は、中央、南、北、津久井、相模湖、藤野の６方面隊、３４分団で構

成されており、消防団活動に関することについては、条例や規則で定められています。

主な活動については次のとおりです。 

  ○火災時の消火活動 

  ○風水害時の水防警戒、土のう積み等 

  ○災害時の救助活動及び避難誘導 

  ○火災予防のための広報及び警戒 

  ○訓練、研修、機械器具の点検及び整備 

  ○自主防災組織の指導、育成 

消防団員は、地域とのつながりも深く、また、専門の訓練も受けていることから、

災害時の地域防災活動のリーダーとして、大きな期待が寄せられています。 

 

（４）地区社会福祉協議会（事務支援：相模原市社会福祉協議会） 

地区社会福祉協議会（通称「地区社協」）は、地区を単位として自治会、民生委員・

児童委員、老人クラブ、ボランティア団体、福祉施設を運営する福祉事業者等の地域

の福祉に取り組む諸団体の協議体として市内２２地区に組織されています。

相模原市ホームペ－ジ 

消防団の情報提供 
・入団募集・紹介 
・ＰＲ動画など 
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様々な地域住民団体や福祉事業者等がお互いに連携と協力をして、地域の福祉課題

に取り組むためのまとめ役として、福祉活動を進めています。 

また、各地区に地域福祉推進員や地域福祉支援員が配置され、地区社協活動の支援

を行っています。 

  ○福祉情報の提供・啓発事業の実施 

   ◆広報紙の発行 

   ◆福祉講座、講習会の開催 

   ◆児童、生徒向け福祉教育事業など 

  ○地域支えあい活動の実施・支援 

   ◆福祉課題の発見・共有・解決の仕組みの検討（福祉コミュニティ形成事業） 

   ◆ふれあい・いきいきサロン、子育てサロンへの支援や常設の交流拠点の運営等 

    交流を目的とした事業の推進 

  ○各種募金活動等 

   ◆相模原市社会福祉協議会賛助会員の募集 

   ◆共同募金運動（赤い羽根、年末たすけあい） 

   ◆赤十字会員増強運動 

    

（５）地区民生委員児童委員協議会（事務局：相模原市社会福祉協議会） 

地区民生委員児童委員協議会は、民生委員法に基づき、市内２２地区に組織され、

各地区内を担当する民生委員・児童委員及び主任児童委員が構成員となり、会長（民

生委員・児童委員の地区の代表者）を中心に職務に関する連絡や研修、関係行政機関

への協力などを行っています。 

民生委員・児童委員は、援助を必要としている人たちの生活状態と福祉の問題を把

握し、地域福祉のアンテナ的な役割を果たしながら、住民の抱える悩みに対する助言

や、関係機関に対する連絡等を行っています。 

地区民生委員児童委員協議会の事務局は、地域福祉推進員及び地域福祉支援員が行

っています。 
  ○地域住民の生活状態の把握と援助を必要とする方への助言 

◆介護、育児、生活等に課題を抱える世帯 

   ◆ひとり暮らし、要介護状態等の高齢者 

   ◆障害のある方 

   ◆ひとり親家庭等 

   ◆不登校、非行等の児童 

   ◆その他（外国籍市民、生活困難者、児童虐待等） 

  ○地域住民への情報提供等 

   ◆福祉サービスについての内容や情報を住民に提供 

   ◆住民が必要な福祉サービスを受けられるよう、関係する行政機関につなげる「パ

イプ役」 

 

（６）各区安全・安心まちづくり推進協議会支部（各まちづくりセンター等） 
   各区安全・安心まちづくり推進協議会支部は、誰もが安全で、安心して暮らせる地

域社会の実現を目的として、地域住民、地域団体、事業者、行政機関等が協働して、地

域における犯罪及び交通事故の防止等に取り組んでいます。 

  ○各区安全・安心まちづくり推進協議会が実施する交通安全活動及び防犯活動等 

  ○地域住民への安全・安心まちづくり知識の普及及び意識啓発 

  ○地域の安全・安心に向けた団体等相互の連絡調整
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（７）地区老人クラブ連合会（高齢・障害者福祉課） 

地区老人クラブ連合会は、地区内の老人クラブで構成され、高齢者が仲間づくりを

通じて、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする活動を促進するとともに、地域社

会に貢献するための諸事業を行っています。 

  ○教養を主とした活動 

   ◆講習会（交通安全教室、詐欺被害防止等） 

  ○健康を主とした活動 

   ◆健康学習、ゲートボール、ペタンク、グラウンド・ゴルフ、スポーツ大会等 

  ○楽しみを主とした活動 

   ◆芸能大会、囲碁大会、作品展、親睦旅行等 

  ○地域社会との交流 

   ◆清掃、友愛活動（在宅で寝たきり会員等への訪問・困りごとの手助けなど）、施設 

慰問、伝承活動、世代間交流、地域行事への参加、ボランティア活動等 

 

（８）地区子ども会育成連絡協議会（市子ども会育成連絡協議会） 

地区子ども会育成連絡協議会（通称：地区子連）は、子ども会育成会相互の協調を

図るとともに、行事や研修などを行っています。 

  ○スポーツレクリエーション活動の実施 

  ○ジュニア・リーダー養成研修会の実施 

  ○ジュニア・リーダーズクラブの育成 

  ○地域団体との連絡調整 

●お問い合わせ先 

  青少年学習センター ℡０４２－７５１－００９１ 

 

（９）ＰＴＡ（生涯学習課） 

ＰＴＡは、児童生徒の健全な成長を図ることを目的に、保護者と教師が協力して、

学校･家庭における教育の振興に努め活動する団体です。 

   ○学校･家庭における教育に関し、互いに理解を深める活動 

  ○児童生徒の校外における生活指導や青少年団体の育成・支援 

  ○地域における教育環境の改善･充実を図るための会員相互の学習の推進 

  ○その他教育環境の改善・充実に必要な活動 

 

（10）地区青少年健全育成協議会（こども・若者支援課） 

青少年の健やかな成長を願い、地域ぐるみで青少年活動を効果的に行うために、青

少年関係団体（自治会、子ども会育成会、ＰＴＡ等）と青少年指導者（青少年指導委

員、スポーツ推進委員、民生委員・児童委員等）が相互に連絡をとり協議し合う組織

です。 

  ○青少年関係団体、青少年指導者相互の連絡調整 

   ◆地域の青少年に関する情報の交換、問題点の検討、団体間の調整等 

  ○青少年健全育成の啓発活動 

   ◆青少年育成に関心を高めるための講演会、座談会、映画会等の開催、広報紙、チ 

ラシ等の発行 

  ○青少年を取りまく社会環境の健全化活動 

   ◆危険場所の表示、愛のパトロール
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（11）青少年指導委員（こども・若者支援課） 

公民館等を中心とする地域において、青少年の健全な育成を図るために活動してい

ます。 

  ○青少年団体の指導及び育成 

  ○青少年の文化及びレクリエーション活動の推進 

  ○青少年育成のための地域活動の推進  

  ○青少年の生活環境の向上を図る活動 

  ○青少年の指導について関係機関その他の団体等との連絡調整 

  ○地域社会における青少年の生活について指導助言 

  ○青少年を取りまく環境改善及び整備 

   ◆社会環境実態調査 

 

（12）スポーツ推進委員連絡協議会（スポーツ推進課） 

公民館等を中心に、市民へのスポーツの普及･振興を目的に活動しています。 

○スポーツ活動団体の育成 

○各種スポーツの実技を含めた指導、助言 

○行政機関及び教育機関等のスポーツ行事、事業への協力 

 

（13）健康づくり普及員地区協議会（健康増進課） 

公民館等を中心に、市と連携を取りながら市民の立場で市民の健康増進を図ること

を目的に活動しています。また、市から健康づくり事業を委託されており、各地区協

議会が地区特性を考慮した健康づくり事業を実施しています。 

  ○地域の健康まつり等における健康づくりに関する知識の普及、啓発 

  ○地域に応じた健康教室等の健康づくり事業の企画、実施 

  ○健康づくりについての情報の収集、提供、提案、広報 

 

（14）公民館（生涯学習課） 

公民館は、地域住民のふれあいを進め、学びを通じた絆づくり・地域づくりを目指

して設置、運営されています。 

公民館運営協議会は、学校教育、社会教育及び地域団体の関係者と学識経験者等に

より構成され、住民の声を公民館の運営に反映させる大切な役割を担っています。 

○公民館運営協議会の主な協議内容 

   ◆公民館振興計画の策定や進行管理 

   ◆年間目標、事業計画、各事業の評価、地域課題の把握 

   ◆公民館の施設、設備等の利用方法 

 

（15）明るい選挙推進協議会（市区選挙管理委員会事務局） 

  明るい選挙推進協議会は、①選挙違反のないきれいな選挙が行われること、②有権

者がこぞって投票に参加すること、③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候

補者の人物や政見・政党の政策などを見る目を養うことを目標に、主に各区を中心に

活動しています。 

  ○選挙時及び日ごろの明るい選挙啓発運動の企画、推進 

  ○選挙法規を守る運動、その他 

 

（16）その他  

   前記の他にも、地域により自治会が関わっている諸団体があります。 
 




